
 

 

 

 

夏 期 見 舞 金 の ご 案 内 

井手町社会福祉協議会では、在宅で寝たきりの方や障がいをお持ちの方の福祉の

増進を目的として毎年お見舞金を給付しています。 

対象となられる方は、井手町社会福祉協議会へ期間内に申請をしてください。 

なお、今年度より老人福祉センター玉泉苑・賀泉苑に於い

て、見舞金の申請受付・支給 を行います。 

代理の方による申請・受取も可能です。対象となる方の印鑑と公的証明書をご持

参の上、期間内に老人福祉センター玉泉苑または賀泉苑にてお手続きください。 

対 象 

令和２年 8 月 1 日現在で町内に住所を有し、在宅で下記のいずれかに

該当される方。(入院、入所等されている方は対象とはなりません) 

◇要介護４または５で、６ヶ月以上寝たきり若しくは認知症の方 

◇身体障害者手帳 １級若しくは２級の方 

◇療育手帳 A判定の方 

◇精神障害者保健福祉手帳 １級の方 

受付期間 令和２年８月３日(月)〜８月２１日(金) 9：00～16：00 ＊土日祝日は除く 

持 ち 物 
印鑑、公的証明書（介護保険被保険者証、身体障害者手帳、療育手

帳、精神障害者保健福祉手帳など） 

申請受付 

支給場所 

井手町社会福祉協議会(老人福祉センター玉泉苑内) 

       京都府綴喜郡井手町井手東前田 23        0774-82-3901 

老人福祉センター賀泉苑 

        京都府綴喜郡井手町多賀帽子田 26-3       0774-82-5059 

お問合先 井手町社会福祉協議会       ０７７４‐８２-３９０１ 

 

 

あなたも社協活動の力強いサポーターに！ 

社協会員へのご加入をお願いします 
 

井手町社会福祉協議会は、民間の自主的な組織として、会員である地域住民

の皆さまと共に、関係機関と協力しながら、誰もが安心して暮らせる町をつく

るための活動をすすめています。その活動の財源は、寄付金、共同募金配分金、

公費補助金、受託金などで構成されていますが、それに加えて会員会費による

安定した自主財源の確保は、より地域に根差した活動を進めていくうえで欠か

せない条件となっています。 

 会員募集については、各地区の自治会を通じて全世帯の皆様にお願いします。

後日、隣組長（班長）様がお伺いしますので、一人でも多くの皆さまが福祉の

担い手としてご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。 
 

社協会費 

普通会員 1,000 円 特別会員 2,000 円 賛助会員 10,000 円 

 

令和元年度社協会費(総額２,７０５,０００円) 

こんな事業に使わせていただきました！ 
 

◎子育てサロン  ◎高齢者サロン  ◎活 動 助 成 
・地区       

・老人クラブ    

・子ども会     

・身体障害者協会等 

◎啓 発 活 動 

◎夏 期 見 舞 金 
 

◎地区ミニサロン   ◎福祉移動サービス   ◎世代間交流事業 
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８月の予定 

日 時間 内容 場所 

３(月) １３：００ 
心配ごと・人権・行政・消費生活相談 要予約 

＊電話でのご相談もお受けします(℡ 8 2 - 3 9 0 1) 
玉泉苑 

５(水) １３:３０ 社協❤生き生き体操教室(今西啓員先生)   要予約 賀泉苑 

６(木) １３：３０ 山吹体操クラブ・健康相談(山根光子先生) 要予約 玉泉苑 

１７(月) １３：００ 心配ごと・人権・行政・消費生活相談 要予約 賀泉苑 

１９(水) １３：３０ 社協❤生き生き体操教室①(今西啓員先生)  要予約 玉泉苑 

２０(木) １３：３０ 山吹体操クラブ・健康相談(山根光子先生) 要予約 賀泉苑 

２４(月) １４：００ 弁護士による無料法律相談      要予約 玉泉苑 

２６(水) １３：３０ 社協❤生き生き体操教室②(今西啓員先生)  要予約 玉泉苑 

井手町の目標（第 2 次地域福祉活動計画より） 

安心・笑顔・ふれあいをみんなでつくる井手のまち 

 

「終息を願う 折り鶴の傘」に寄せられた 

メッセージをご紹介します 

「楽しい未来のために、今は我慢！」 
「こういう時こそ 助け合い！！」 
「踏ん張ろう 我慢しよう 
       いつか笑える日のために」 
「助け合いの心 忘れないで」 
「希望をもって助け合いましょう」 
「心はいつでも 一緒だよ」 
「早く薬ができますように」 

「折り鶴の傘」は老人福祉センター玉泉苑内でご覧いただけます。 

なお、８月中は老人福祉センター賀泉苑内で展示を行います。 

ぜひ、ご覧にお越しください。 

地区ミニサロンについてのお知らせ 

地域の公民館などで行われている「地区ミニサロン」は、 

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 拡 大 防 止 の た め 、 

令 和 2 年 1 2 月 3 1 日 ま で 中 止 と な り ま す 。 

令和 2年度井手町敬老祝賀式は、新型コロナウイルス感染拡

大防止のため、中止することになりました。77・88・95歳の

表彰等につきましては、今後お知らせいたします。 

お知らせ 

※すべて予約制となっておりますので前日(土日祝を除く)までに井手町社協 

(0774-82-3901)へご予約ください。 

※新型コロナウイルスの影響により、予定されている事業等が中止・変更と 

なる恐れがあります。事前にホームページ等でご確認をお願いします。 

心を込めたメッセージを 

ありがとうございました 


